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法人の債務の評価の算定方法（１）－①（イメージ）

１
● 「損失補償の類型に応じ内容を評価」について検討

○ 損失補償債務残高のうち、地方公共団体の長が以下の方法で算定した額を将来負担額とする。
① 損失補償の対象となっている法人への貸付金に関し、総務省が示す経営状況区分の基準にしたがって貸倒

れの危険率に関する該当区分を判定（当該判定は監査委員の審査の対象）して評価。

② ①で判定した区分に対応した算入率（引当率に相当）を損失補償額に乗じて得た額に、更に損失補償契約の
内容に応じた損失補償率を乗じた額を当該損失補償に係る将来負担額とする。

③ 地方公共団体が法人の経営についてより精緻な算定を行う場合は、算定方法（２）によることもできる。



法人の債務の評価の算定方法（１）－②（イメージ）
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○ 業況が低調であり、今後、借入金

の償還において注意を要するもの 等

○ 業況が低調であり、借入金につい

て延滞又は条件緩和をしているなど

の問題がある 等

１００％○ 破産・民事再生等の法的な経営

破綻の事実が発生している 等

Ⅴ（破綻）

１０％○ 業況良好、且つ、財務内容にも特

段の問題無し 等

Ⅰ（正常）

算入率経営状況（判定根拠）区分
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● どの程度の区分を作るかについて検討 ● 算入率についても検討



経営状況の評価基準項目（イメージ）

３

Ｐ／Ｌ
補助金・貸付金の増加 　

インタレストカバレッジレシオ１００％未満
資金繰り逼迫（給与支払遅延等）

減価償却前収支赤字
借入金の条件緩和

３期連続減価償却前収支赤字
借入金の延滞

Ｂ／Ｓ
１次不渡発生 　

現預金比率８％未満
銀行取引停止

デットキャパシティレシオ１００％以上
再建型法的整理実施
（会社更生、民事再生、特定調停） 債務超過

清算型法的整理実施 ＣＦ
（破産、特別清算） 有利子負債営業キャッシュフロー倍率

Ⅴ（破綻）

経済取引上の外形的基準例 財務指標上の基準例区分

Ⅰ（正常）　



法人の債務の評価の算定方法（２）（イメージ）

○ 損失補償債務残高のうち、地方公共団体の長が以下の方法で算定した額を将来負担額とする。
① まず、実行対象となる可能性がある損失補償額の債務残高を把握する。
② ①に係る損失補償額を含め、当該法人の負債を把握する。
③ ②に充当可能な資産を適正な評価により算定し合算する。
④ ②から③を控除した額が、実行対象となる可能性がある損失補償額より小さければ当該額を、大きければ実

行対象となる可能性がある損失補償額を、将来負担額とする。

④将来負担額

監
査
委
員
の
審
査

Ａ
Ｂ

Ｃ

③充当可能資産
の算定

実行対象となる
可能性がある
損失補償額 将来負担額

負債額
（Ｂ／Ｓより）

① ②

地方公共団体が算定

（充当可能資産【例】）
Ａ 現金・預金
Ｂ 有価証券
Ｃ 棚卸資産（低価法）（「棚卸資産の評価に関する会計基準（１８．７．５企業

会計基準第９号）を活用）

Ｄ 固定資産のうち減損会計を適用すべき事業用資産 等

Ｄ

法人類型ごとに適用される会計基準
【商法法人】
・大企業 ：企業会計原則
・中小企業：中小企業の会計指針←適用任意
【民法法人】

：公益法人会計基準←申合せ

４



債務保証と損失補償の類型

１．債務保証の類型

①単純保証
⇒ 補充性を持つ。主たる債務者が債務不履行に陥って初めてその補充のため履行する義務が生

じる（二次的な性質の債務）。

②連帯保証
⇒ 単純保証と比較し、（ア）催告の抗弁権、（イ）検索の抗弁権、（ウ）分別の利益、が認められてい

ない（二次的な性質が否定されている）。

２．損失補償の類型

①損失補償履行時期

・ 借入債務の不履行後一定期間の経過に伴い、履行義務が発生する形式
・ 保証、担保権の実行、資産売却後、確定する損失に対して履行義務が発生する形式

②他の保証、担保権の設定等の有無

③契約の相手方

・ 債権者の場合
・ 保証者等の場合 など

５



税法上の貸倒引当金の概要

●一括評価金銭債権・・・売掛金・貸付金その他これらに準ずる金銭債権（個別評価金銭債権を除く）で貸し倒れによる損失が見込まれる債権（不特定の債権）
●個別評価金銭債権・・・金銭債権の一部について貸し倒れ、その他これに類する事実による損失が見込まれる金銭債権（特定の金銭債権）

○貸倒実績率による方法
・資本金１億円以上の法人
・資本金１億円未満の法人は選択適用 ※貸倒実績率は過去３年の平均により算出

○法定繰入率による方法
※資本金１億円未満の法人のみ適用可 ＜法定繰入率＞

①卸売業、小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０／１，０００
②製造業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８／１，０００
③金融及び保険業・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・　３／１，０００
④割賦販売小売業及び割賦あっせん業 ・・・・１３／１，０００
⑤その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６／１，０００

・会社更生法による更生手続開始の申立
・民事再生法による再生手続開始の申立
・破産法による破産手続開始の申立
・会社法による特別清算開始の申立 など

・会社更生法による更生計画認可の決定
・民事再生法による再生計画認可の決定
・会社法による特別清算に係る協定の認可の決定 など
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限度額＝対象金銭債権×１００％

限度額＝対象金銭債権×５０％

限度額＝対象金銭債権×貸倒実績率
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貸倒引当金の区分

限度額＝対象金銭債権×法定繰入率

○法的整理手続等の申立が生じている金銭債権

○債務の履行遅滞により経済的価値が著しく減少し、かつ弁
　 済を受けることが著しく困難であると認められる外国の政府、
　 中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権

貸倒引当金繰入限度額の算出方法

○法的整理手続等の決定により弁済が猶予された金銭債権

○債務超過が相当期間継続し好転する見通しがないこと、災
　 害、経済事情の急変等により多大な損害が発生したことに
　 より、取立等の見込みが無いと認められる金銭債権

６



格付会社の格付定義
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50%

100%

150%

新ＢＩＳ規制における
リスクウェイト（事業法人）

20%

格付表記

信用力は極めて高く、優れた要素
がある。

非常に投機的であり、デフォルトに
陥っているか、それに近い状態にあ
るが、一定の元利回収が見込め
る。

も格付が低く、通常デフォルトに
陥っており、元利回収の見込みも極
めて薄い。

安全性が低く、信用リスクが極めて
高い。

投機的であり、信用リスクが極めて
高い。

投機的要素を持ち、相当の信用リ
スクがある。

信用リスクが中程度。中位にあり、
一定の投機的な要素を含む。

中級の上位で、信用リスクが低い。

信用力が高く、信用リスクが極めて
低い。

債務不履行に陥っている。

ＪＣＲ Ｒ＆Ｉ
格付の定義

債務を履行する能力が極めて高く、 上位の
格付。

Ｓ＆Ｐ
債務履行の確実性が も高
い。

信用力は も高く、多くの優れた要
素がある。

信用力が も高く、信用リスクが限
定的。

ムーディーズ

債務履行に確実性は非常に
高い。

債務履行の確実性は高い。

債務履行の確実性は高い認
められるが、上位等級に比
べて、将来債務履行の確実
性が低下する可能性があ
る。

債務不履行に陥る危険性が
極めて高い。

債務履行のための財務内容は適切である
が、事業環境や経済状況の悪化によって債
務を履行する能力が低下する可能性がより高
い。

債務を履行する能力は高いが、上位２つに比
べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影
響を受けやすい。

債務を履行する能力が非常に高く、 上位の
格付との差は小さい。

債務履行に当面問題はない
が、将来まで確実であるとは
言えない。

債務履行の確実性に乏しく、
懸念される要素がある。

現在においても不安な要素
があり、債務不履行に陥る危
険性がある。

債務不履行に陥る危険性が
高い。

債務の履行について不確実性が高く、債務の
履行は、良好な事業環境、財務状況、経済状
況に依存している。事業環境、財務状況、経
済状況が悪化した場合に、債務を履行する能
力を失う可能性が高い。

債務の履行について不確実性が非常に高
い。

債務が不払いとなっている。倒産手続きの申
請などが行われ、債務の支払いが危ぶまれ
る。

他の投機的格付に比べて債務が不履行にな
る可能性は低いが、事業環境、財務状況、経
済状況の悪化に対し、大きな不確実性、脆弱
性を有しており、状況によっては債務を履行
する能力が不十分となる可能性がある。

現時点では債務を履行する能力は有している
が、履行にかかる不確実性はＢＢよりも高い。
事業環境、財務状況、経済状況が悪化した場
合には、債務を履行する能力や意思が損な
われ易い。

劣後債または優先株式の支払いについて現
時点で不確実性が非常に高い。

信用力は高く、部分的に優れた要
素がある。

信用力は十分であるが、将来環境
が大きく変化する場合、注意すべき
要素がある。

信用力は当面問題ないが、将来環
境が大きく変化する場合、十分注意
すべき要素がある。

信用力に問題があり、絶えず注意
すべき要素がある。

債務不履行に陥っているか、または
その懸念が強い。債務不履行に
陥った債権は回収が十分には見込
めない可能性がある。

債務不履行に陥っているか、または
その懸念が極めて強い。債務不履
行に陥った債権は回収がある程度
しか見込めない。

債務不履行に陥っており、債権の
回収もほとんど見込めない。

７



最低所要自己資本比率

標準的手法のリスクウェイト

信用ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄ額

Σ(与信額(保証等ｵﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ取引含む)×各ﾘｽｸ・ｳｪｲﾄ)

新ＢＩＳ規制について

８

（引当率に応じて加減）

100%

事業法人
（中小企業以外）

（格付を使用せず）一律100％

75%

35%

50％～150％100%

100%

現行体制 新しい規制

0%

10%

（20％）

20%

（格付に応じ）20％～150％

又は

延滞債権

株式

0%

10%

20%

100%

100%

50%

中小企業・個人

住宅ローン

国・地方公共団体

与信先区分

政府関係機関等

銀行・証券会社

（うち地方三公社）



販売を目的とする土地の適正な評価方法

１．評価の原則

● 評価方法としては、原価と時価を比較して、いずれか低い方を評価額とする「低価法」を原則とする。

２．売出し後１年以内の土地の時価

３．売出し後１年を経過した土地の評価方法

● 売出し後１年を経過した土地については、次のいずれかの方法の中から、地方公共団体
が選択する。

Ａ)個別評価による方法

① 当該年度に行った不動産鑑定評価額
② ①に準ずる簡易な評価方法

（例）
ⅰ 近傍公示地価からの評価
ⅱ 路線価に基づく相続税評価 × 1.25

ⅲ 隣地固定資産税評価額 × ×1.25 

Ｂ)売出し価格逓減方式
当初売出価格 × （１－d ）

d：逓減率 n：経過年数

地域の平均的路線価
地域の平均的固定資産税評価額

n

● 売出し後１年以内の土地の適正評価額は、「売出価格」とする。
※ ただし、売出し後１年を経過した土地で、売出価格を見直した場合には、その後１年以内に

ついては同様の取扱いとする。

９



将来負担比率算定に当たっての土地開発公社の自主事業土地等の評価方法

１．評価の原則

● 評価方法としては、原価と時価を比較して、いずれか低い方を評価額とする「低価法」を原則とする。

２．時価の把握

● 次により時価を把握する。
A. 開発が完了している場合※1 時価＝販売見込額－販売経費等見込額
「販売見込額」 (1)販売公表(予定)価格がある場合：販売公表(予定)価格

(2)販売公表(予定)価格がない場合(適切でない場合も含む)：公示価格、路線価、固
定資産税評価額の倍率方式等により販売見込額を把握

A’.開発完了後売出したが売れ残っている場合はA.の方法の他、次の方法の評価も可とする。
時価＝販売公表(予定)価格×（ 1 – d ）n

d：逓減率 n：経過年数

B. 開発後販売する場合※1 時価＝完成後販売見込額－事後見込まれる造成・販売経費等
「完成後販売見込額」 上記A.における販売見込額

C. 開発計画がいわゆる「塩漬け」※2状態にある場合等
時価＝簿価（取得価額）を近傍の公示価格、路線価等の下落率に

より評価減した価額（以後、評価替毎に見直し）

※１：A.及びB.は、現在、総務省地域振興課（土地開発公社所管）が公社指導に際し準用する「販売用不動産の強制評価減の要否の判断に関する監査上
の取扱い」（公認会計士協会）における時価の算定方法を用いる。

※２：「開発計画がいわゆる「塩漬け」状態」とは、例えば、「土地開発公社経理基準」第3条(12)(ロ)に規定する状態とし、次のいずれかの状態が考えられる。

(1)開発工事の着工予定時から概ね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態

(2)開発用の土地等の買収が完了した後概ね5年を経過しても開発工事に着手していない状態

(3)開発工事に着手後中断しその後概ね2年を経過している状態 １０


